
【 別紙 】 
 

令和８年度茨城県消費生活相談員養成講座 日程表 

 

 月 日 講    座 会  場 

 
【基礎編】 

  

1 6 月 20 日
（土） 

開講式・オリエンテーション 

茨城県立青少年会館 
大研修室 

① 茨城県の消費者行政の現状と行政の相談対応 
② 消費者相談対応の基礎知識 
③ 組織と政策 
④ 消費者問題の歴史と現状 

  通信学習１ テキスト（1 日目分）による自己学習  

2 6 月 21 日 
（日） 

① 消費者基本法と消費者庁関連三法 茨城県立青少年会館 
大研修室 ② 消費者相談に関わる法律知識（民法Ⅰ） 

 通信学習２ テキスト（2 日目分）による自己学習  

3 6 月 28 日 

（日） 

① 消費者相談に関わる法律知識(民法Ⅱ) 茨城県立青少年会館 
大研修室 ② 消費者相談に関わる法律知識（消費者契約法） 

 通信学習３ テキストと問題集（３日目分）による自己学習  

4 7 月 4 日
（土） 

消費者相談に関わる法律知識（特定商取引法Ⅰ） 茨城県立青少年会館 
大研修室 消費者相談に関わる法律知識（特定商取引法Ⅱ） 

 通信学習４ テキストと問題集（４日目分）による自己学習  

5 7 月 5 日 
（日） 

① 消費者相談に関わる法律知識（ＰＬ法・独占禁止法） 茨城県立青少年会館 
大研修室 ② 消費者相談に関わる法律知識（割賦販売法） 

 通信学習５ テキストと問題集（５日目分）による自己学習  

6 
7 月 11 日 
（土） 
リモート 

① 消費者相談に関わる法律知識（金融・保険） 

リモート 
② 個人情報保護に関わる相談に必要な知識 

③ 訴訟・調停の手続きに関わる相談に必要な知識 

④ 昨年度合格者の勉強法 

 
通信学習６ テキストと問題集（６日目分）による自己学習  

 
 
 

 
 

 
 



 月 日 講    座 会  場 

 【応用編】  
 

7 7 月 25 日 
（土） 

① 習得度確認テスト 

茨城県立青少年会館 
大研修室 

② 不動産・借地借家に関わる相談に必要な知識 
③ 旅行・クリーニング・衣料品等に関わる相談に必要な 

知識 
④ 多重債務に関わる相談に必要な知識 

 
 通信学習７ 

 
テキストと問題集（７日目分）による自己学習 
 

 

8 
8 月 1 日 
（土） 
リモート 

① 情報通信サービスに関わる相談に必要な知識 

リモート 
② 消費者相談に関わる法律知識（景表法等表示関連） 
③ 食品に関わる相談に必要な知識 
④ 消費者相談に関わる法律知識（薬機法関連） 
⑤ 消費者相談に関わる法律知識（消費者教育推進法関連） 

 通信学習８ 
 
テキストと問題集（８日目分）による自己学習 
 

 

9 8 月 8 日 
（土） 

① 環境問題に関わる相談に必要な法律知識 

ザ・ヒロサワ・シティ会館 
分館 集会室 10 号 

② 消費生活センター・消費生活相談・消費生活相談員等の
役割 

③ 小論文試験のポイントと対策 
④ 模擬試験（小論文） 

 通信学習９ 
 
テキストと問題集（９日目分）による自己学習 
 

 

10 8 月 29 日
（土） 

① 模擬試験（筆記） 
ザ・ヒロサワ・シティ会館 

分館 集会室 10 号 ② 模擬試験・講評 小論文・一次試験（筆記試験） 
③ 閉講式  修了証授与等 

  

11 
 

11 日目 
 

① 面接試験のポイントと対策 
② 模擬面接 （対象：一次試験合格者）  

 
（注） 
（１）学習効果を考慮して、全 8 日間の講座（座学）と 2 日間のリモート講義を行います。 

 （11 日目は一次試験合格者対象） 
 

（２）「講座開講時間」 
①  6 月 20 日（土）は、開講式を実施するため 9 時 45 分までに来場をお願いします。 
②  6 月 21 日（日）から 8 月 8（土）は、10 時から 12 時、13 時から 16 時。 
③  7 月 25 日（土）及び 8 月 29 日（土）は、模擬試験を実施するため 9 時 45 分まで

に来場をお願いします。 
④  8 月 29 日（土）は、16 時から閉校式を実施いたします。（約 20 分程度） 

 
（３）講座内容、日程、会場等は都合により変更となる場合があります。 


